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2はじめに

◼ 第5回本検討会（2023年12月27日）において、同時市場におけるDRの取扱いについて取引形態（市場向け
DR・市場外DR）毎に論点を整理し、具体的な検討を行った。

◼ 第13回本検討会（2024年9月25日）中間とりまとめでは、将来の電力市場においては「DER」（Distributed 
Energy Resources：分散型エネルギー源）の増加が想定されることから、DRのみならず、DER全体について、
入札やアグリゲーションの方法・規律等について、諸外国の事例も踏まえ、議論を行っていくことが重要としたところ。

◼ また、過去議論から、DERはその規模からローカル系統以下に接続されることが多く、同時市場で直接取り扱えない
ローカル系統混雑との協調（両立）が重要となるため、これらの課題整理も必要と考えられる。

◼ 今回、海外事例等を参考に、同時市場におけるDERの取扱いについて詳細検討を行ったため、ご議論いただきたい。



3（参考） 中間取りまとめにおけるDERの取扱い

出所）第12回同時市場の在り方等に関する検討会（2024年9月25日）資料3をもとに作成・一部加工
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/012_03_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/012_03_00.pdf
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第11回本検討会（2024年8月19日）（議題3）市場価格算定方法（検証B）の中間取りまとめについて

（市村オブザーバー）
•同時市場の論議は上位2系統が前提になっておりますが、本当に混雑が発生する蓋然性が高まる場合はローカル系統、および
配電系統となり、そこから逆潮が発生した場合は系統全体に影響が及ぶわけで、やはり同時市場の論議だけではなかなか解決し得
ない問題が出てくるのかなと思います。

（事務局：下根マネージャー）

•現行の同時市場は、システム制約的なことも含めて、上位2電圧を見るのが限界だというところもございます。そのような意味でローカ
ル系の混雑、そのようなところとの連系が必要になってくるというご示唆は、そのとおりかなと思ってございます。ローカルとどのように協調
していくのか、しっかり課題認識した上で今後やっていきたいと考えております。

第13回本検討会（2024年8月19日）（議題1）本検討会における今後の検討について

（市村オブザーバー）
•同時市場が再エネをいかに活かし切るのか、系統混雑も回避していくのか、そういう主目的でわれわれは導入することを前提に議論
していました。ただ、これがあくまでも上位系統の話であり、実は再エネが大量導入されて結節されてくるというのは、ローカル系統のほ
うに入ってくるということになるわけですね。われわれは制度設計にエアポケットをつくってはならないと思っており、その場合は今同時市
場で議論している上位系統でしょうか、同時市場とLMPを組み合わせてディールするものと、今度ローカル系統以下、どのようにバラン
シングさせていくのか、これを分けて考えていかなくてはなりません。その前に事業者目線ですと、やはりバランシンググループ側の小売
事業者と需要側を束ねて、極力出力制御を回避し得るアグリゲーターの存在は、重要になってくると思っています。

（事務局：長窪調整官）

•同時市場について、特に再エネがローカル系統に入ってくることも踏まえると、その点も踏まえて全体像の提示が必要であると思っ
ているところです。同時市場は上位2系統、上位2電圧の基幹系統を取り扱っていくということを今のところ想定しておりますから、ロー
カル系統の混雑管理といったことについては、直接同時市場でやることではございません。他方で、同時市場とローカル系統の混雑
管理というのを、どのように両立させていくかというのは確かに難しい問題であって（中略）そういった点についても若干この検討
会でもそのイメージをお示しすることができたら望ましいと、ご指摘を伺って考えたところでございます。

（参考） ローカル系統混雑とDERに関する議論状況
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7DERとDRの違い

◼ 特殊なリソース（DER）の取扱いを検討するにあたり、まずもって「DER」と「DR」の違い（定義）について確認する。

➢ DER（Distributed Energy Resources：分散型エネルギーリソース）：DSR（需要家側エネルギーリソース）に加えて、系統
に直接接続される発電設備、蓄電池を総称するもの

➢ DR（Demand Response：ディマンドリスポンス）：DSR（需要家側エネルギーリソース）の保有者もしくは第三者が、DSR
（需要家側エネルギーリソース）を制御することで、電力需要パターンを変化させること

➢ DSR（Demand Side Resources：需要家側エネルギーリソース）：需要家の受電点以下（behind the meter）に接続
されているエネルギーリソース（発電設備、蓄電設備、需要設備）を総称するもの

◼ つまり、DR（正確にはDSR）はDERに包含され、主に受電点以下（behind the meter）か否かが差異となり、
小規模（分散型）故にアグリゲーションによって応札を図ることが多いのは共通となる。

同時市場

単体ないしアグリ
ゲーションで応札

単体で
応札

今回（DER）の検討対象

単体ないしアグリ
ゲーションで応札

第15回本検討会で一部検討

蓄電池

出所）資源エネルギー庁：「VPP・DR に関する用語一覧」
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/vpp_dr/term.html

大型
発電設備

発電設備
（再エネ含む）

系統直接接続 受電点以下（behind the meter）

生産プロセス
DR

自家発代替
DR

蓄電池活用
DR

※需要設備 ※発電設備 ※蓄電設備

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/vpp_dr/term.html
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◼ 第3回本検討会資料5（エナジープールジャパン株式会社）を参考にすると、DRのリソース種別としては、下図の
とおり、「生産プロセスDR」・「自家発代替DR」・「蓄電池活用DR」等が存在しており、それらの大宗が電力メーター
（受電点）より需要家側に存在する「Behind-the-meter（BTM）」の設備形態となる。

M

L1

受電点

通常リソース 生産ライン

系統

使用量
1000

生産プロセスDR

使用量
1000
↓
800

メーター値
2000→1800
（200のDR）

M

L1

受電点

通常リソース 自家発設備

系統

使用量
1000

自家発代替DR

発電量
100
↓
300

メーター値
900→700
（200のDR）

M

L1

受電点

通常リソース 蓄電池設備

系統

使用量
1000

蓄電池活用DR

充電量
200
↓
0

メーター値
1200→1000
（200のDR）

生産ライン減産など電気使用量の抑制 自家発出力増による電気使用量の抑制 蓄電池放電増・充電減による電気使用量の抑制

第5回本検討会
資料の再掲（参考） DRの概要（設備形態）



9（参考） DRのリソース種別

出所）第3回同時市場の在り方等に関する検討会（2023年10月23日）資料5より抜粋
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/003_05_00.pdf

第5回本検討会
資料の再掲

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/003_05_00.pdf
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◼ DR取引形態としては、市場向けDR（Explicit DR）を通じ、スポット・時間前（kWh）市場価格高騰時に下げ
DR量を売電（または購入量を抑制）することに伴う収益確保、あるいは、スポット・時間前（kWh）市場価格
下落時に購入量を増加（上げDRを実施）することに伴う収益確保といった取引が考えられる。

kWh取引
発電

（限界費用:10円）

小売
（販売費用:10円）

需要家

1000

1000

10×1000

10×1000
−10×200

：電気の流れ
：お金の流れ

スポット・時間前
（kWh）市場

DR事業者

200 200

協力費用
（ネガワット報酬）

12×200
ネガワット調整金

10×200

通常1000の電気から
下げDR200を行い、
800の電気を使用

ネガワット販売収入

ネガワット取引

第5回本検討会
資料の再掲（参考） DRの取引形態（市場向けDR）



11（参考） 市場向けDRにおける計画提出

◼ ネガワット（DR）事業者は「調達計画」「販売計画」以外に、「ベースライン（DRを実施しなかった場合を想定した
需要家の需要推計値）」および「需要抑制計画（ベースラインからの需要抑制量の計画値）」を提出する。

出所）ネガワット取引（直接協議スキーム）に関する説明会（2022年10月）より抜粋
https://www.occto.or.jp/oshirase/sonotaoshirase/2016/files/negawatt_setsumeikaisiryou_202210.pdf

第5回本検討会
資料の再掲

https://www.occto.or.jp/oshirase/sonotaoshirase/2016/files/negawatt_setsumeikaisiryou_202210.pdf


12

◼ 次に、DR取引形態における市場外DR（Implicit DR）としては、例えば、前日取引（kWhバランス策定）後、
需要上振れ時の下げDR、または需要下振れ時の上げDR等、Balancing Group（BG）内でクローズするような
インバランスリスク回避（同時同量達成）のための取引形態が考えられる。

M

L1 L2

受電点

通常リソース DRリソース

系統

＜前日取引後（DR前）＞

需要調達計画

需要計画

小売 2000

調達計画

発電 2000

使用量
1000

使用量
1000

M

L1 L2

受電点

通常リソース DRリソース

系統

＜GC時点（DR後）＞

需要調達計画

需要計画

小売 2000

調達計画

発電 2000

使用量
1000
↓
800

使用量
1000
↓
1200

発電
事業者

小売電気
事業者

需要家

電力
1000
→800

電力
1000
→800

卸電力料金
10円×1000
→10円×800

小売料金
12円×1000
→12円×800

インバランスリスク
回避のための調整

通常リソースの
需要上振れ

第5回本検討会
資料の再掲（参考） DRの取引形態（市場外DR）



13DERとDRの違いを踏まえた論点整理

◼ 第5回検討会（2023年12月27日）において、同時市場でのDRの取扱いにおける論点を整理した。

◼ これらは、小規模（分散型）リソースに関する「DER・DR共通論点」と、受電点以下（behind the meter）に
関する「DR個別論点」に分かれるため、それぞれ海外事例等も参考に、具体的な検討を進めることとした。

出所）第5回同時市場の在り方等に関する検討会（2023年12月27日）資料3より抜粋
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/005_05_00.pdf

DER・DR
共通論点

DER・DR
共通論点

DR
個別論点

DR
個別論点

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/005_05_00.pdf


14DERに関する海外調査について

◼ 日本の同時市場におけるDERの取扱いを検討するため、まずもって米国のPJM・NYISO・CAISOにおける取扱いに
ついて、デスクトップリサーチ・ヒアリングを通じて確認を行った。

【日程】
2024/10/9
2024/11/21～11/24

【調査先】
・PJM（WEBヒアリング）

・NYISO（WEBヒアリング）

・CAISO（デスクトップリサーチ）

【調査項目※】
・需要側の入札・精算方法
・市場の約定価格
・小規模リソースの取扱い
・送電ロスの取扱い

※ デスクトップリサーチ含む

CAISO
(サクラメント) PJM

(ノリスタウン)

注）ヒアリングで得られた情報については、できる限り編集を加えず、資料を作成しているため、ニュアンスの違い等により、北米の各機関
＿（PJM・NYISO・CAISO）等が公表している資料と比較し、内容の解釈や粒度等に差が生じている場合がある。

NYISO
(レンセリア)



15DERに関する海外動向（概要）

◼ 北米では、第12回本検討会（2024年9月25日）にてお示ししたとおり、FERCのOrder No.719・No.841・
No.2222のような、DR・蓄電・DERリソースの市場参入障壁撤廃に関するISO/RTOへの要請が行われている。

◼ FERCの要請に対して、各ISO/RTOは市場設計の変更等によって対応しているため、各ISO/RTOの市場設計を
紐解くことで、同時市場におけるDERの取扱いに関する各論点整理の参考にしたい。（詳細は各論点にてお示し）

出所：FERC、Demand Response、2024年6月閲覧、https://www.ferc.gov/power-sales-and-markets/demand-response

FERC、Order No.719、2008年10月17日、https://www.ferc.gov/media/order-no-719

FERC、Order No.841、2018年2月15日、https://www.ferc.gov/media/order-no-841

FERC、FERC Order No. 2222 Explainer: Facilitating Participation in Electricity Markets by Distributed Energy Resources、2024年6月閲覧、
https://www.ferc.gov/ferc-order-no-2222-explainer-facilitating-participation-electricity-markets-distributed-energy

FERC、Order No.2222、2020年9月17日、https://www.ferc.gov/sites/default/files/2020-09/E-1_0.pdf

https://www.ferc.gov/power-sales-and-markets/demand-response
https://www.ferc.gov/media/order-no-719
https://www.ferc.gov/media/order-no-841
https://www.ferc.gov/ferc-order-no-2222-explainer-facilitating-participation-electricity-markets-distributed-energy
https://www.ferc.gov/sites/default/files/2020-09/E-1_0.pdf
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◼ PJMは米国の独立系統運用者、地域送電機関（ISO/RTO）であり、ペンシルバニア（P）、ニュージャージー（J）、
メリーランド（M）、デラウェア、バージニア、オハイオ、ウエストバージニア等の各州とワシントンD.C.の系統運用を行う。

◼ 最大需要は14,793万kW（日本全体とほぼ同じレベル感）である一方、再エネ比率は太陽光、風力合わせても
10%程度と低い水準に留まっている。

【PJMの系統】

（参考） PJM（PJM Interconnection, L.L.C.）概要

1927 創立（数州の事業者による相互接続）

1996
FERC Order888（ISO設立推奨）
FERC Order889（第三者アクセス）

1997 米国初のISOとして認可

1999 FERC Order2000（RTO設立要請）

2002 米国初のRTOとして認可

【PJMの歴史】

【市場設計の歴史】



17（参考） NYISO（New York Independent System Operator, Inc.）概要

◼ NYISOは米国の独立系統運用機関（ISO）であり、ニューヨーク州の系統運用を行う。

◼ 最大需要は3,129万kW（日本全体の約1/6）であり、再エネ比率は太陽光、風力合わせても4%程度と低い水
準に留まっている。

【NYISOの系統】 【NYISOの歴史】

【NYISOオペレーション室の写真】

1966
大規模停電事故を受けて、前身
のNYPP (New York Power 
Pool)を設立。

1996
州規制委員会が卸売・小売市場
の導入を決定

1999
NYISOが発足し、送配システムの
運用および電力取引市場の運営
を行う。
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◼ CAISOは米国の独立系統運用者（ISO）であり、カリフォルニア州の系統運用を行う（主要な送配電事業者は、
PG&E, Southern California Edison（SCE）, San Diego Gas & Electric（SDG&E）となる）。

◼ 最大需要は5,206万kW（日本全体の約1/3）であり、特に太陽光比率が30.7%と高い。

◼ また、2014年に、隣接するユーティリティと市場を共有（WEIMを設立）し、調整力コストの低減を図っている。

【CAISOの系統】 【市場設計の歴史】 【CAISOの外観写真】

1998
卸電力市場の自由化
（CalPX取引開始）

2001
州知事による電力危機宣言
（小売自由化中断）

2009
「地点別限界価格方式」「kWhと
ΔkWの同時最適」導入

2014
WEIM（Western Energy 
Imbalance Market）運開

PG&E

SCE

SDG&E
[CAISO:Nodal]

[CAISO:Nodal]
[ETC：Zonal]

（参考） CAISO（California ISO）概要



19目次

１．DERとDRの違いを踏まえた論点整理

２．DER・DR共通論点に関する検討

３．DR個別論点に関する検討

４．ローカル系統混雑との協調（同時市場との両立）

５．まとめと今後の進め方



20【共通論点①】 DERの入札情報

◼ 発電事業者が同時市場に登録・入札する情報の基本的な考え方は、第2回あるべき卸電力市場、需給調整市場
及び需給運用の実現に向けた実務検討作業部会（2022年10月4日）に下表のように例示したところ。

◼ 今回、DERの入札情報として、海外事例を参考に、下表に加えて必要な項目があるかどうかについて整理した。

出所）第2回あるべき卸電力市場、需給調整市場及び需給運用の実現に向けた実務検討作業部会（2022年10月4日）資料4をもとに作成・一部加工
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/oroshi_jukyu_kento/pdf/002_04_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/oroshi_jukyu_kento/pdf/002_04_00.pdf
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◼ DRを売り入札する場合について、作業部会において、事業者からはDRには起動費情報がないことや最低出力費用
は限界費用カーブの最低出力の点で表現できることから、増分燃料費のみを登録することが提案されている。

◼ この点、米PJMでは、最低出力費用に相当する項目はないが、DRの固定費用を登録できるように起動費に相当
する項目（Shutdown Cost）が存在し、提出されない場合には自動的に0として扱われている。

◼ 起動費等の項目を削除すると、削除した項目を入札したいニーズがあった場合に応えられなくなるため、入札情報は
発電機と同等の項目は残しつつ、提出されない項目は自動的に無効とする（0として扱う）等の実務負担を軽減
する工夫をしていく方向性も考えられるのではないか。

出所）第2回あるべき卸電力市場、需給調整市場及び需給運用の実現に向けた実務検討作業部会（2022年10月4日）資料4をもとに作成・一部加工
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/oroshi_jukyu_kento/pdf/002_04_00.pdf

第5回本検討会
資料の再掲（参考） 【論点①-1】 DRのkWh市場への入札情報（売り入札）

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/oroshi_jukyu_kento/pdf/002_04_00.pdf


22

◼ 逆に、DRを買い入札する場合については、米PJMにおいても、価格に関係なく量のみを入札する方法（固定需要
Bid）だけでなく、価格と量を入札する方法（価格変動需要Bid）の両方が用意されており、日本でも同様に2つの
入札方法を可能とする方向性が考えられるのではないか。

出所）第2回あるべき卸電力市場、需給調整市場及び需給運用の実現に向けた実務検討作業部会（2022年10月4日）参考資料5より抜粋
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/oroshi_jukyu_kento/pdf/002_s05_00.pdf

第5回本検討会
資料の再掲（参考） 【論点①-1】 DRのkWh市場への入札情報（買い入札）

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/oroshi_jukyu_kento/pdf/002_s05_00.pdf
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◼ ΔkW市場への入札情報について、米PJMのΔkW市場（アンシラリーサービス市場）における入札情報は、過去の
調査では容量や価格が含まれることがわかっているが、DRも含め、同様の入札方法で良いかは各検証や追加調査
の結果等を踏まえて、議論していくこととしたい。

出所）第2回あるべき卸電力市場、需給調整市場及び需給運用の実現に向けた実務検討作業部会（2022年10月4日）参考資料5をもとに作成・一部加工
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/oroshi_jukyu_kento/pdf/002_s05_00.pdf

第5回本検討会
資料の再掲（参考） 【論点①-2】 DRのΔkW市場への入札情報

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/oroshi_jukyu_kento/pdf/002_s05_00.pdf
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◼ 作業部会において、事業者からは、約定規模により対象顧客範囲が変化し、DRアナウンスが困難となることから、
kWh市場での入札か、ΔkW市場での入札かを指定できる仕組みが必要との提案をいただいていたところ。

◼ この点、米PJMでは、kWh市場・ΔkW市場における発電可能量が入札情報の項目にあり、事業者の制約を入札
情報に反映できるようになっており、日本においても同様とすることが考えられるのではないか。

出所）第2回あるべき卸電力市場、需給調整市場及び需給運用の実現に向けた実務検討作業部会（2022年10月4日）参考資料5をもとに作成・一部加工
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/oroshi_jukyu_kento/pdf/002_s05_00.pdf

第5回本検討会
資料の再掲（参考） 【論点①-3】 kWh市場あるいはΔkW市場への入札を指定する仕組み

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/oroshi_jukyu_kento/pdf/002_s05_00.pdf


25【共通論点①】 米国におけるDERの入札情報について（PJM）

◼ 米国（PJM）におけるDERの入札情報について調査した結果については以下のとおり。

➢ DERのエネルギー市場およびアンシラリーサービス市場における入札項目は火力等電源の入札情報と概ね同様
（但し、最低出力費用に相当する項目はない）

➢ 最小停止時間、事前通知時間などは、入力任意とされており、火力等電源の入札情報と同等の入力項目を
用意したうえで、入力の簡素化も可能としている

➢ また、DRも火力等の電源と同じようにエネルギー市場とアンシラリーサービス市場両方への入札を可能としており、
事業者は、項目ごとの入力によって、各市場への入札量を調節していると考えられる

出所：PJM、PJM Markets Gateway User Guide、2024年7月1日、p.161-173、

https://www.pjm.com/-/media/DotCom/etools/markets-gateway/markets-gateway-user-guide.ashx

https://www.pjm.com/-/media/DotCom/etools/markets-gateway/markets-gateway-user-guide.ashx


26（参考） PJMにおける卸市場取引と調整力取引との対応関係

◼ PJMにおいて、火力等電源は容量市場で落札された場合、卸電力市場とReserve市場への応札義務が発生する
が、DRリソースの場合は市場応札は義務ではなく、緊急時のデマンドレスポンスに応じる義務が課せられる。

出所）第7回同時市場の在り方等に関する検討会（2024年3月18日）資料4-1をもとに作成・一部加工
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/007_04_01.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/007_04_01.pdf


27（参考） PJMにおけるReserveオファーとRegulationオファーの情報

出所）第7回同時市場の在り方等に関する検討会（2024年3月18日）資料4-1をもとに作成・一部加工
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/007_04_01.pdf

◼ DRリソースは、Reserve市場への応札は任意となり、商品の応動要件を満たす範囲で事業者が入札量を登録する
ことができ、また、Regulation市場への応札も可能となっており、エネルギー量（kWh）に制限のあるリソースとして
シグナルタイプを選択して応札する。

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/007_04_01.pdf


28【共通論点①】 米国におけるDERの入札情報について（CAISO）

◼ CAISOでは、DRや蓄電池に対して、市場参加モデルを用意しており、特性を踏まえた入札情報の登録が可能。

➢Proxy Demand Resource（PDR）：負荷削減により市場参加するリソース

➢Non-Generating Resource（NGR）：蓄電池やDRなどを用いて市場参加する発電機能を有さないリソース

➢Distributed Energy Resource Provider（DERP）：DERをアグリゲーションし、市場参加するリソース

◼ 各入札項目は、火力等電源と概ね同様であるが、各モデルの特性を踏まえて入札情報を省略（NGRでは発電に
かかる入力が不要）することも可能にしていると考えられる。

*1 出所：CAISO、Business Practice Manual for Market Instruments Version 90、2024年12月23日、p.207-223、

https://bpmcm.caiso.com/BPM%20Document%20Library/Market%20Instruments/BPM_for_Market%20Instruments_V90_Redline.pdf

https://bpmcm.caiso.com/BPM%20Document%20Library/Market%20Instruments/BPM_for_Market%20Instruments_V90_Redline.pdf


29【共通論点①】 米国におけるDERの入札情報について（NYISO）

◼ NYISOにおいても、DERアグリゲーションリソースは、発電機特有の入札項目（ex.起動費・最低出力費用）は
入力の対象外とされている。

◼ 他方で、DRリソースに関しては、「コミットメント可能な需要削減量」「需要削減に参加する際の最低価格」を入力
するようになっており、「量・価格を指定した買い入札」で取り扱っているとも考えられる。

出所：NYISO、Market Administration and Control Area Services Tariff 、2024年7月、

https://nyisoviewer.etariff.biz/ViewerDocLibrary/MasterTariffs/9FullTariffNYISOMST_20240730_1.pdf

https://nyisoviewer.etariff.biz/ViewerDocLibrary/MasterTariffs/9FullTariffNYISOMST_20240730_1.pdf


30【共通論点①】 海外事例を踏まえたDERの入札情報の方向性

◼ 前述の海外事例を踏まえると、DERの入札情報について概ね以下の方向性が考えられるのではないか。

【kWh市場への入札情報について（売り入札）】

➢ DERにおいても入札情報は発電機と同等の項目は残しつつ、提出されない項目は自動的に無効とする（0として
扱う）等の実務負担を軽減する工夫をしていく方向性（第5回本検討会での整理）が考えられるか

【kWh市場への入札情報について（買い入札）】

➢ DRリソースに関し、「量・価格を指定した買い入札」で取り扱っている事例も見受けられたため、日本の同時市場に
おいても需要に対する買い入札等と同様に取り扱っていく方向性が考えられるか（後段の個別論点③とも関連）

【ΔkW市場への入札情報について】

➢ 海外における基本的な入札項目はアンシラリーサービス市場においても、火力等の電源と概ね同様であり、事業者
の入力方法によって、エネルギー市場・アンシラリーサービス市場それぞれの入札量や活用方法を柔軟に調節できる
仕組みになっていると考えられる

➢ ΔkWとして活用する場合のDER入札項目について、基本的にはkWh市場への入札項目と同様としつつ、読替え
が必要な項目もあると考えられるため、火力等の電源の入札情報を踏まえて整理していくこととしたい

【kWh市場あるいはΔkW市場への入札を指定する仕組み】

➢ 海外におけるDERのエネルギー市場およびアンシラリーサービス市場（ReserveやRegulation）への各入札は、
項目ごとの入力方法によって指定することが可能であることがわかった

➢ DERのうちDRについては、調整機能を有する場合であっても、各種制約が存在し得る点や、異なるベースラインを
有する点（後段の個別論点④とも関連）など、両方の市場に対し応札することに対するハードルが考えられるため、
DRの入札については、kWh市場あるいはΔkW市場への入札を指定できるようにする方向性が考えられるか



31（参考） 同時市場におけるkWh市場・ΔkW市場への入札義務

出所）第12回同時市場の在り方等に関する検討会（2024年9月25日）資料3をもとに作成・一部加工
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/012_03_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/012_03_00.pdf


32【共通論点②】 DRのプライスベースでの入札を認めるか

◼ 作業部会において、事業者からは、DRの育成のため、コストベースでなくプライスベースでの入札を認めてはどうかと
提案されている。

◼ この点、作業部会の取りまとめにおいて、現行の「適正な電力取引についての指針（適取ガイドライン）」の、スポット
市場への入札に関連する規定等も踏まえて検討が必要とされていた。

◼ なお、適取ガイドラインで、スポット市場の売り入札は、全量を限界費用で市場供出することが望ましいとされているが、
これはシングルプライスで、プライスメーカーが存在しない状況を前提とすれば、プライステイカーが利益及び約定機会を
最大化する経済合理的な行動と考えられるためである。

◼ 今後、検証Bの結果等も踏まえて、kWh・ΔkW価格決定のメカニズムについて、詳細を議論することになるため、その
結果も踏まえつつ、DRの価格規律についても議論していくこととしたい。

出所） 「あるべき卸電力市場、需給調整市場及び需給運用の実現に向けた実務検討作業部会」取りまとめをもとに作成・一部加工
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/oroshi_jukyu_kento/pdf/20230425_1.pdf

第5回本検討会
資料の再掲

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/oroshi_jukyu_kento/pdf/20230425_1.pdf


33【共通論点②】 海外事例を踏まえたDERのプライスベース入札の方向性

◼ 米国（PJM、CAISO、NYISO）におけるプライスベース入札の考え方について調査した結果については以下の通り。

➢ 米PJMにおける発電オファーは、電源種問わず、市場支配力行使を防ぐための価格規律として、コストベースでの
登録が義務付けられているが、追加でプライスベースでの登録も認められている

➢ この点、米PJMが市場支配力を行使する可能性がある発電オファーを分析し、約定処理に用いるオファー区分
（プライスベースまたはコストベース）を選択している

◼ 上記を踏まえると、プライスベース入札の方向性（プライスベース入札が認められるか否か）について、DERと火力等
その他の電源で考え方を違える必要は特段ないと考えられ、今後、関係箇所と連携の上、市場支配力行使を防ぐ
ための方策と共に、入札全体における価格規律の検討に包含して検討していく方向でよいのではないか。



34（参考） PJMにおける発電オファーの規律概要

出所）第4回同時市場の在り方等に関する検討会（2023年11月27日）資料3より抜粋
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/004_05_02.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/004_05_02.pdf


35【共通論点⑤】 DRのアグリゲーションについて（現状日本）

◼ 現状の日本において、JEPXの最低入札量は0.1MWに対し、需給調整市場の最低入札量は、全ての調整力商品
において1MWとなっている。

◼ 小規模なDRリソースについては、アグリゲーションすることにより、各市場の最低入札量を満たして参入しているところ。

出所）日本卸電力取引所 取引ガイドをもとに作成・一部加工
https://www.jepx.jp/electricpower/outline/pdf/Guide_2.00.pdf?timestamp=1702353743314

出所）電力広域的運営推進機関 今後の要件変更等について（2024年3月27日更新）をもとに作成・一部加工
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/files/youkenhenkou_20240327.pdf

第5回本検討会資料
の再掲・一部修正

https://www.jepx.jp/electricpower/outline/pdf/Guide_2.00.pdf?timestamp=1702353743314
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/files/youkenhenkou_20240327.pdf


36【共通論点⑤】 DRのアグリゲーションについて（米PJM）

◼ 米PJMにおいても、dispatch groupという形で、アグリゲーションでの参入が認められているが、kWh市場については
同一価格エリア内での入札単位の組成に限定や、ΔkW市場（アンシラリーサービス市場）ではdispatch group
が原則認められていないなどの要件が存在している。

◼ これは系統混雑時の混雑管理の計算量が増大するのを防ぐためであり、FERCにおいても混雑管理の実効を重視し、
米PJMの考え方を認めている。

出所）PJM Manual 11: Energy & Ancillary Services Market Operations Revision: 126（2023年3月31日） をもとに作成・一部加工
https://www.jepx.jp/electricpower/outline/pdf/Guide_2.00.pdf?timestamp=1702353743314

出所）電力中央研究所報告SE22004「米国におけるDERの活用拡大に向けた卸電力市場の制度設計の課題―PJMのOrder 2222への対応に関する考察―」（2023年4月）をもとに作成・一部加工
https://criepi.denken.or.jp/hokokusho/pb/reportDetail?reportNoUkCode=SE22004

第5回本検討会資料
の再掲・一部修正

https://www.jepx.jp/electricpower/outline/pdf/Guide_2.00.pdf?timestamp=1702353743314
https://criepi.denken.or.jp/hokokusho/pb/reportDetail?reportNoUkCode=SE22004


37【共通論点⑤】 DRのアグリゲーションについて（同時市場）

◼ 他方で、米PJMの最低入札量はkWh・ΔkWともに0.1MWと小さく設定されており、このことによって、小規模なDR
リソースでも参入しやすくなっており、アグリゲーションの必要性が小さくなっているとも考えられる。

◼ 同時市場においてDRのアグリゲーションをどのように扱うか（どこまで認めるか）については、海外事例等も踏まえて、
最低入札量の在り方とも合わせて、引き続き検討を行っていく。

出所）第7回電力基本政策小委員会（2016年7月1日）をもとに作成・一部加工
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_kihon/pdf/007_05_01.pdf

第5回本検討会
資料の再掲

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_kihon/pdf/007_05_01.pdf


38【共通論点⑤】 米国におけるDERのアグリゲーションについて

*1 出所：FERC、各ISO/RTO等の2024年10月現在で公開されている情報の閲覧に基づきトーマツ作成

*2 FERC Order 2222では、集約ノードをまたいでアグリゲーションを実施する場合の制約要件を明示していないが、各ISOにおける制約条件を整理

*3 Distribution Factor：複数のPNodeにまたがるDERアグリゲーションにおいて、各PNodeにおけるDERの出力の割合を示す係数

*4 その他、DERの構成として、「100kW未満の容量を持つDERを1つ以上含めること」及び、「100kWを超える容量を持つDERが含まれる場合、他のDERの合計容量を100kW
未満とすること」を条件として設定

◼ 米国（PJM、CAISO、NYISO）におけるDERのアグリゲーションについて調査した結果については以下のとおり。

➢ 米国では当初（～2015年）、DERアグリゲーションを認めていなかったが、CAISOやNYISOで先行して検討が
進み、その後、FERC Order.2222（2020年）により、DERアグリゲーションの市場参加促進が要求された

➢ 他方、地理的に離れたアグリゲーションが行われると、系統混雑が発生する懸念や、LMPへ影響を及ぼす可能性
があるため、入札要件として一定の地理的範囲や最大入札容量、入札方法の条件が設定されている
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◼ PJMは価格分析に基づきアグリゲーションの地理的範囲を単一ノードに制限する方針を示している（FERC承認）。

➢ ゾーンLMPとゾーン内の各ノードのLMPとの最大価格差が5ドル未満（5ドル未満であれば市場運用上の影響は少ないと判断）
のノードは約1％であり、市場運用に影響を及ぼす可能性がある

➢ アグリゲーション範囲を変電所単位とした場合も、変電所内のノード数が増加するにつれ、市場運用上の影響が生じる可能性

◼ 一方で、PJMはFERC Order.2222を踏まえ、複数ノード間のアグリゲーション実施条件を以下のように定めている。

➢ 100kW未満の容量を持つDERを一つ以上含めること

➢ 100kWを超える容量を持つDERが含まれる場合、他のDERの合計容量を100kW未満とすること

➢ 卸電力市場においてセルフスケジュール電源として扱うこと（ディスパッチ指令をしない）

➢ 合計容量が、上記3つの条件を満たした場合にグリッドの運用に問題が生じない容量（ピーク負荷の0.01%）である167MWを
超えないものとすること（DERの普及率に応じて、合計容量の上限は見直す方針）

出所：PJM、Re: PJM Interconnection L.L.C., Docket No. ER22-962-00_Order No. 2222 Compliance 
Filing of PJM Interconnection, L.L.C. 、2023年9月1日、https://www.pjm.com/directory/eta
riff/FercDockets/7547/20230901-er22-962-005.pdf

PJM、PJM Interconnection, L.L.C. Docket No. ER22-962-005 ORDER ON COMPLIANCE FILING、
2024年7月25日、https://www.pjm.com/directory/etariff/FercOrders/7722/20240725-er2
2-962-005.pdf

【共通論点⑤】 米国におけるDERのアグリゲーションについて（PJM）

https://www.pjm.com/directory/etariff/FercDockets/7547/20230901-er22-962-005.pdf
https://www.pjm.com/directory/etariff/FercOrders/7722/20240725-er22-962-005.pdf
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◼ また、FERC Order.2222の発令前から、DERのアグリゲーションの市場参加促進を進めてきたCAISOにおいても、
以下のような実施条件が定められている。

➢ 地理的範囲として、複数ノードを集約した20個程度のSub-Lap（ゾーン）内に限定してアグリゲーション可能としている（単純
計算ではあるが、CAISOの系統規模は日本の1/3であることから、日本を60個程度のゾーンに分割したレベル感）

➢ 複数ノード間でのアグリゲーションを行う際は、通常の入札項目に加えて以下の提出が必要

「分配係数（Distribution factor）」「ランプレート」「運用上の最小／最大出力の範囲」「出力の上限値」など

➢ DERアグリゲーターに対して給電指令を行った際に、提出された分配係数（Distribution factor）の割合に一致する出力を
提供することを求めている

【共通論点⑤】 米国におけるDERのアグリゲーションについて（CAISO）

DER全体で10MWhの
出力指令を受けた場合、
DF=0.2のP2での出力
は10MWh×0.2=
2MWhとなる

複数のプライシングノードでのアグリゲーションの出力例 （CAISO）*2

*1 出所：CAISO、Tariff Amendment to Comply with FERC Order No.2222、2021年7月19日、https://www.caiso.com/Documents/Jul19-2021-TariffAmendmento
ComplywithFERCOrderNo2222-ER21-2455.pdf

*2 出所：CAISO、Decision on expanding metering and telemetry options （distributed energy resources provider）、2015年12月、https://www.caiso.com/Docu
ments/Mar4_2016_TariffAmendment_DistributedEnergyResourceProvider_ER16-1085.pdf

https://www.caiso.com/Documents/Jul19-2021-TariffAmendmentoComplywithFERCOrderNo2222-ER21-2455.pdf
https://www.caiso.com/Documents/Mar4_2016_TariffAmendment_DistributedEnergyResourceProvider_ER16-1085.pdf


41【共通論点⑤】 海外事例を踏まえたDERのアグリゲーションの方向性

◼ 米国においては当初、DERアグリゲーションを認めていなかったが、地理的範囲をノード単位としたアグリゲーションから、
徐々に複数ノードを集約したゾーン単位におけるアグリゲーションを認める等、規制緩和の方向性に進んでいる。
（ただし、系統混雑や市場価格への影響懸念から、最大入札容量や入札方法の条件等が設定されている）

◼ 他方で、日本においては既にエリア単位でのDERアグリゲーションが認められており、将来の系統混雑の進展を踏まえ、
地理的範囲を分割する方向といった逆のアプローチになることに留意が必要。

◼ この点、どのような考え方で地理的範囲を分割するか、あるいは地理的範囲は分割しないもののノード毎の分配係数
の割合に一致する出力を求める（混雑箇所を跨いだアグリゲーションは許容するも、混雑箇所の潮流を変化させる
アグリゲーション内の分配は認めない）といった様々な検討の方向性が考えられるところ。

◼ 上記については、後段の論点（ローカル系統混雑との協調）や最低入札量の在り方等とも絡むことから、具体的な
取り扱いについては、関連する審議会（あるいは取り組み）とも連携しながら、引き続き検討を進めていきたい。

【米国におけるDERアグリゲーションのアプローチ】 【日本におけるDERアグリゲーションのアプローチ】

：アグリゲーション可能な地理的範囲

ノード単位 ゾーン単位 エリア単位 ゾーン単位



42（参考） 同時市場の開設・参加に関する詳細事項

出所）第15回同時市場の在り方等に関する検討会（2025年4月22日）資料3をもとに作成
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/015_03_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/015_03_00.pdf
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44【個別論点③】 下げDR・上げDRの買い入札・売り入札の扱い

◼ DR事業者の行動を具体化するため、どのような入札を行うかという観点から検討を行った。

◼ 下げDRはもともと調達予定の需要の一部を減らす行為であり、入札の考え方として、以下の2つが考えられる。
Ⅰ.一定価格以上であれば、下げDR量を売る
Ⅱ.一定価格以上であれば、下げDR量の分は買わない

◼ 他方、上げDRは、調達予定の需要に加えて、需要を増やす行為であり、基本的には上げDR量を売る（マイナス量
の売り入札として扱う）という概念は考えづらいため、入札の考え方としては以下のように考えるのが自然か。
Ⅲ.一定価格以下であれば、上げDR量を買う

調達予定
の需要

【下げDR】 【上げDR】

入札の考え方
Ⅰ. 30円以上であれば、売る
Ⅱ. 30円以上であれば、買わない

下げDR量

調達予定
の需要

入札の考え方
Ⅲ.10円以下であれば、買う

上げDR量

第5回本検討会
資料の再掲



45【個別論点③】 下げDR・上げDRの買い入札・売り入札の扱い（まとめ）

◼ 下げDR・上げDRの入札のパターンを整理すると、下図のように、DRを供給曲線で扱う方法、ならびに需要曲線で
扱う方法の2通りが考えられる。
（供給曲線で扱う場合には、売り入札されたDR量を、需要計画から区分する仕組みが必要）

◼ 上記を踏まえ、DRを供給曲線で扱うか、需要曲線で扱うかについては、引き続き検討を深めるとともに、電源起動・
出力配分ロジックにおけるDRの取り扱いについても検討を行いたい。

供給量

kWh価格

セルフ

価格弾力性で
抑制される負荷

DR

【DRを需要曲線で扱う方法】【DRを供給曲線で扱う方法】

供給量

kWh価格

セルフ

価格弾力性で
抑制される負荷

DR

入札の考え方
Ⅱ.一定価格以上であれば、下げDR量の分は買わない
Ⅲ.一定価格以下であれば、上げDR量を買う

入札の考え方
Ⅰ.一定価格以上であれば、下げDR量を売る

第5回本検討会
資料の再掲



46【個別論点③】 海外事例を踏まえたDRの買い入札・売り入札の扱いの方向性

◼ 米国（PJM、CAISO、NYISO）におけるDRの入札方法について調査した結果については以下のとおり。

➢ 多くのISO/RTOにおいて、DRの市場入札方法については、火力等電源と同様に売り入札として扱っている事例
が見受けられた

➢ 一方、一部のISO/RTOにおいては、「コミットメント可能な需要削減量」「需要削減に参加する際の最低価格」
を入力するようになっており、「量・価格を指定した買い入札」で取り扱っているような事例も見受けられた

◼ 上記を踏まえると、下げDRの入札については、事業者の契約形態によって、考え方Ⅰ（売り入札で取り扱う方法）
および考え方Ⅱ（買い入札で取り扱う方法）の両方についてニーズがあるとも考えられることから、これらについては、
事業者が自由に選択することを可能としてはどうか。（上げDRは以前の整理通り、買い入札で取り扱う）

◼ また、いずれの考え方であったとしても、SCUCロジックで取り扱う（潮流計算を行う）には、本来的にはノード単位の
入札情報が必要となるところ、この点については前段の共通論点⑤（DERアグリゲーション）ならびに後段の論点
（ローカル系統混雑との協調）とも絡むことから、具体的な取り扱いについては、これら論点の検討状況も踏まえて、
引き続き検討を進めていくこととしたい。



47（参考） 買い入札の方法について

出所）第15回同時市場の在り方等に関する検討会（2025年4月22日）資料3をもとに作成
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/015_03_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/015_03_00.pdf


48【個別論点④】 DRのベースラインについて（現状日本および米PJM）

◼ 現状の日本においては、卸（kWh）取引時は統計的手法（high 4 of 5）、調整力（ΔkW）取引時は直前
計測型・事前予測型等といった異なるベースラインを使っている。

◼ 米PJMにおいても、kWhは統計的手法（標準ではhigh X of Y）、ΔkW（Reserve）は直前計測型（電源
脱落発生時の前後1分間の需要実績のうち大きい方）と異なるベースラインを使っている。

◼ これは、kWhは平常時からのエネルギー削減量がDR量になるのに対し、ΔkWは応動変化幅がDR量となることから、
その性質の違いのために、異なるベースラインが使われているものと考えられる。

出所）第9回制度設計ワーキンググループ（2014年10月30日）資料5-5をもとに作成・一部加工
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/kihon_seisaku/denryoku_system/seido_sekkei/pdf/009_05_05.pdf

出所）第9回ERAB検討会（2019年3月19日）資料7より抜粋
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/energy_resource/pdf/009_07_00.pdf

第5回本検討会
資料の再掲

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/kihon_seisaku/denryoku_system/seido_sekkei/pdf/009_05_05.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/energy_resource/pdf/009_07_00.pdf


49【個別論点④】 DRのベースラインについて（同時市場）

◼ 前述の現行整理も踏まえ、同時市場におけるDRのベースラインの在り方を検討する。

◼ 現状整理に合わせて、kWhとΔkWでベースラインを分けることを前提とすると、片方の市場にしか供出しない取扱い
パターンb.とパターンc.は特に問題とならないか。

◼ 他方、取扱いパターンa.において、kWh市場とΔkW市場の両方に約定した場合、ベースラインが異なる状況では、
アセスメントが出来ない等の課題が生じてしまう。

◼ このため、取扱いパターンb.とパターンc.のみ認める方向性、あるいはベースラインを統一することで取扱いパターンa.も
認める方向性が考えられるが、海外事例等も参考に、引き続きDRのベースラインの在り方について検討していく。

kWhとΔkWでベースラインが
異なっていても問題ないか

kWhとΔkWでベースラインの
統一が必要となるか

DRの取引形態 同時市場におけるDRの取扱いパターン

市場向けDR
（Explicit DR）

kWh取引
ΔkW取引

a. kWh市場・ΔkW市場の両方に供出する

b. ΔkW市場に供出するが、kWh市場には供出しない

c. kWh市場に供出するが、ΔkW市場には供出しない

第5回本検討会
資料の再掲



50（参考） ベースラインが異なることによる課題

◼ DRのkWh市場におけるベースラインがhigh 4 of 5、ΔkW市場におけるベースラインが直前計測型（または事前
予測型）と異なっている場合、両市場に供出された場合、どちらか一方の応動評価が正確にできない。

需要

ベースライン
（直前計測）

（b）ΔkW市場にのみ供出

ベースライン
（high 4 of 5）

1コマ

需要

（c）kWh市場にのみ供出

1コマ

需要抑制計画
（破線）

需要抑制実績
（kWh）

ΔkW

調整実績
（ΔkWh）

需要

直前計測

（a）ΔkW市場・kWh市場両方に供出

high 4 of 5

1コマ

上記の例（ 「high 4 of 5」 ＞ 「直前計測」 ）の場合、
仮に事業者がΔkWのベースライン（直前計測）を基準に
需要抑制計画とΔkWの調整指令に応じた場合、kWhの
ベースライン（high 4 of 5）とΔkWのベースライン（直前
計測）の差のkWhは過剰抑制（余剰）と評価される。
逆に事業者がkWhのベースライン（high 4 of 5）を基準
に応動した場合は、調整力の応動不足と評価される。

ΔkW

調整実績

需要抑制計画

需要抑制実績

第5回本検討会
資料の再掲



51【個別論点④】 米国におけるDRのベースラインの取扱いについて

◼ 米国（PJM、CAISO、NYISO）におけるDRのベースラインについて調査した結果については以下のとおり。

➢ PJM、CAISO、NYISOにおいて、以下二つの異なる基準値が許容されている

kWh（エネルギー市場）：統計的手法による設定

ΔkW（アンシラリーサービス市場） ：直前計測によるディスパッチ間隔ごとの設定

➢ また、kWh市場およびΔkW市場へ同時供出時の、特別な評価方法は確認されなかった

◼ 上記の、kWhとΔkWのベースラインが異なることにより、正しい応動評価ができないのではないかといった疑問について
PJMにヒアリングした結果、「2つの異なるベースライン方法を許容」しており、1つは「DRのエネルギー削減が容量義務
を満たすのに十分かどうかを判断するため」に使用され、もう1つは「Synchronized Reserveの義務を満たすための
応答（10～30分）を判断するため」に使用されている（目的別に使い分けている）との回答であった。

◼ この点、PJMのSynchronized Reserveは緊急時（電源脱落）に対応するための調整力であり、常時発動する
ものではない、かつ、平常時の細かなアセスメントとは異なることから、応動評価が異なっていても実質的に問題ないと
いった可能性も考えられるところ。
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出所）第2回同時市場の在り方等に関する検討会（2023年9月20日）資料6をもとに作成
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/002_06_00.pdf

（参考） 米PJMにおける調整力の商品

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/002_06_00.pdf


53【個別論点④】 海外事例を踏まえたDRのベースラインの方向性

◼ 前述の内容を踏まえると、平常時対応調整力（GF・LFC・EDC）も取り扱う日本の同時市場において、kWh市場
とΔkW市場の両方に入札・約定した場合に、異なるDRのベースラインを使用することは、事業者のペナルティリスクや
安定供給の観点からは、相応の課題があると考えられる。

◼ そのため、まずもっての対応としては、取扱いパターンb.（ΔkW市場に供出するが、kWh市場には供出しない）と、
取扱いパターンc.（kWh市場に供出するが、ΔkW市場には供出しない）については、いずれの取扱いパターンも
選択できるようにしておく仕組みとすることが考えられるのではないか。

◼ 他方、本来であればDRにおいても、同時最適の観点からは、取扱いパターンa.（kWh市場・ΔkW市場の両方に
供出する）も選択できるようにしておくことが、安定供給のための需給運用とメリットオーダーの実現に貢献するため、
ベースライン統一により課題解決が図れないか（それにより取扱いパターンa.を選択可能とできないか）等について、
引き続き検討を進めていくこととしてはどうか。
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◼ 取扱いパターンa.において、ベースラインを統一した場合の課題（影響）については下表のとおり。

◼ 今後、ベースライン統一により課題解決が図れないか（それにより取扱いパターンa.を選択可能とできないか）等に
ついて、引き続き検討を進めていく。

（参考） ベースラインを統一した場合の課題（影響）

入札市場 a.両方の市場 b.ΔkW市場のみ c.kWh市場のみ

ベースライン
の考え方

ΔkW
直前計測型
・事前予測型

直前計測型
・事前予測型

統計的手法
（high 4 of 5）

直前計測型
・事前予測型

ー

kWh
統計的手法

（high 4 of 5）
直前計測型
・事前予測型

統計的手法
（high 4 of 5）

ー
統計的手法

（high 4 of 5）

特徴

・現行と同様
・ΔkWとkWhそれぞれの
ベースラインが異なること
により、同時に約定し、
かつベースラインに差分が
発生した場合、インバラ
ンスリスクや、調整力の
応動不足となる

・kWh側をΔkWのベース
ラインに変更したケース

・ΔkWのアセスメントには
対応可能

・直前計測の場合、コマ内
の需要傾向が変動すると
ベースラインとして不適切

・事前予測の場合、DR
事業者の設定による
インバランスが小売側の
インバランスになる

・ΔkW側をkWhのベース
ラインに変更したケース

・指令時に需要が変化
している可能性があり、
調整指令に対し適切に
需要抑制ができない
可能性がある

・現行と同様 ・現行と同様

事業者の
ペナルティリスク多寡

△
（ΔkW・kWhの双方に

リスクの可能性）

△
（kWh側のインバランス

リスクの可能性）

△
（ΔkW側のアセスメントに
対応できない可能性）

ー ー

安定供給
△

（TSOによる調整が必要
な場合がある）

△
（TSOによる調整が必要

な場合がある）

△
（TSOによる調整が必要

な場合がある）
ー ー



55（参考） 需給調整市場における基準値（ベースライン）の設定方法

出所）電力需給調整力取引所 取引ガイド（全商品）（第7版）（2025年4月1日）をもとに作成・一部加工
https://www.eprx.or.jp/outline/docs/guide_250401.pdf

https://www.eprx.or.jp/outline/docs/guide_250401.pdf


56【個別論点⑥】 TSOから把握できないDRの扱い

◼ インバランスリスク回避（同時同量達成）のための取引については、Balancing Group（BG）内で完結すること
から、kWh市場やΔkW市場に供出されず、TSOはDR量を直接的には把握できないこととなる。

◼ この点、DRリソースの大宗を占めるBehind-the-meter（BTM）の設備は小規模かつ膨大であり、全量について
電源起動・出力配分ロジックで扱うことは非現実的だと考えられる。

◼ また、第3回本検討会資料5（エナジープールジャパン株式会社）によると、実態として、市場向けDR（Explicit 
DR）はリクワイアメント・アセスメントのハードルが高く、それらをマストとすると、却ってDRの阻害に繋がる（需要家が
契約してくれなくなる）可能性も考えられ、これを踏まえると市場外DR（Implicit DR）も認めることがDRリソース
の有効活用や発展にも資するのではないか。

◼ 一方、DRについては、市場向けDRとしての活用を期待する声もあることから、それらについては、DR事業者の実務を
踏まえつつ、市場取引しやすい環境整備（電源起動・出力配分ロジック等の検討を通じた入札情報の整理や価格
規律の検討等）により、市場供出を促していくといった方向性が考えられるのではないか。

◼ また、需給運用に影響を与えるような需給ひっ迫時等においては、（市場供出という形でなくとも）発動予定量等の
情報把握は大切と考えられることから、情報共有の在り方について今後しっかり検討していきたい。

第5回本検討会
資料の再掲



57（参考） DR事業の実態（Explicit DRとImplicit DR）

出所）第3回同時市場の在り方等に関する検討会（2023年10月23日）資料5より抜粋・一部加工
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/003_05_00.pdf

◼ DR事業の実態として、市場向けDR（Explicit DR）に対応できるリソースは限定的（リクワイアメント・アセスメント
を達成し得る蓋然性が低い）であるものの、発動予定量の開示（安定供給への貢献）等は提案頂いたところ。

第5回本検討会
資料の再掲

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/003_05_00.pdf


58（参考） DR（BTM）の需給運用への影響

◼ DR（BTM）の運用状況により、需要が変動するため、一般送配電事業者がDRによる需要増減を把握できない
場合、単に気温・気象等から需要想定や潮流想定を行うことが困難となり、下記の影響が考えられる。

➢ 調整力の確保量の過不足

➢ 再エネ出力制御の必要量の過不足

➢ 混雑処理量の過不足および系統設備増強の過不足

◼ 必要な供給力・調整力が確保できないことや、過負荷による設備損壊等により安定供給に支障をきたす可能性が
あること、また過調達・制御による費用増加等により、本来避けるべき過剰な対応が発生すると想定される。

◼ したがって、DR（BTM）の運用情報は、運用者にとって不可欠な情報になると考えられる。
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混雑

系統
混雑

ローカル
系統

DR
（発電側）
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混雑処理混雑処理

設備増強設備増強
DRを考慮した

調整力の確保不足



59【個別論点⑥】 米国におけるBTMの取扱いについて

出所：PJM、PJM Manual 14D: Generator Operational Requirements Revision History、2024年10月15日閲覧、https://www.pjm.com/-/media/committees-groups/

committees/oc/2021/20210812/20210812-item-06-manual-14d-update-redline.ashx

出所：PJM、Status Update on Non-Retail Behind the Meter Generation Business Rules、2019年9月10日、https://pjm.com/-/media/committees-groups/co
mmittees/oc/20190910/20190910-item-24-nrbtmg-business-rules-update.ashx

出所：CAISO、Tariff Amendment on Excess Behind the Meter Production、2020年10月23日、https://www.caiso.com/Documents/Oct23-2020-Tarif
fAmendment-ExcessBehindtheMeterProduction-ER21-190.pdf

出所：CAISO、Tariff Section 11 - California ISO Settlements and Billing、2024年11月1日、https://www.caiso.com/documents/section-11-california
-iso-settlements-and-billing-as-of-nov-1-2024.pdf

◼ 米国（PJM、CAISO、NYISO）におけるBTMの取扱いについて調査した結果については以下のとおり。

➢ 米国においてもBTM-PVの増加により、BTM-PVの発電量が需要量を上回る場合の需要予測に対する懸念や、
自家消費を目的に設置されている発電設備等の出力が把握できないことで、需要急増時や緊急時に当該BTM
が稼働しない場合の電力系統に生じるリスクを懸念し、設備情報・系統へ供給される量、DRの場合は負荷削減
にかかわる情報の報告を求めることを進めている

https://www.pjm.com/-/media/committees-groups/committees/oc/2021/20210812/20210812-item-06-manual-14d-update-redline.ashx
https://pjm.com/-/media/committees-groups/committees/oc/20190910/20190910-item-24-nrbtmg-business-rules-update.ashx
https://www.caiso.com/Documents/Oct23-2020-TariffAmendment-ExcessBehindtheMeterProduction-ER21-190.pdf
https://www.caiso.com/documents/section-11-california-iso-settlements-and-billing-as-of-nov-1-2024.pdf


60【個別論点⑥】 海外事例を踏まえたBTMの取扱いの方向性

◼ 前頁のような海外事例を踏まえると需要予測が困難になることや、発電設備の緊急停止時の電力系統の安定性に
懸念があり、現在の対策としても任意で情報提供を求めているものの、継続した課題であると考えられる。

◼ 日本の同時市場においても需要予測や需給ひっ迫時の取り扱いについて懸念が残るため、増加するBTMに対する
対応については、中長期的にどのような対応を行うべきか海外事例等も踏まえて、引き続き検討を行っていく。
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◼ 分散型電力システムの将来イメージとしては、分散型リソースの活用により、様々な分散型リソースが電力システムと
融合し、安定供給・再エネ有効活用等に貢献する「分散型電力システム」の実現が示されているところ。

出所）次世代の分散型電力システムに関する検討会 中間とりまとめ（2023年3月14日開催）
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/jisedai_bunsan/pdf/20230314_1.pdf

分散型電力システムの将来イメージ（全体像）

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/jisedai_bunsan/pdf/20230314_1.pdf
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出所）第1回同時市場の在り方等に関する検討会（2023年8月3日）資料6をもとに作成
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/001_06_00.pdf

◼ 一方、同時市場は、最適化処理時間等も踏まえ、現状では上位2電圧の基幹系統を取り扱う方向を考えており、
この点、DERはその規模からローカル系統以下に接続されることが多く、ローカル系統で混雑が発生した場合、同時
市場（基幹系統混雑管理）とローカル系統混雑管理をどのように両立させていくかが課題となる。

ローカル系統混雑に関する課題（１／２）

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/001_06_00.pdf
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円/kWh
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ローカル系統混雑に関する課題（２／２）

◼ 具体的には、ローカル系統に接続される小規模DERリソースに関しては、ローカル系統の混雑状況によっては出力
（応札）できない領域も発生するため、それら制約を無視して同時市場に応札・約定すると、約定結果に従えない
（従うとローカル系統混雑が発生してしまう）状況になってしまう。

◼ この点、ローカル系統混雑は、単一DERリソースの挙動のみによって生じるものではなく、複数のDERリソースの挙動
（あるいは再エネ・需要変動）が複雑に絡み合って生じるという特徴がある。

◼ そのため、同時市場とローカル系統混雑管理との両立については、他の審議会等における検討や取組みを踏まえて、
引き続き、検討が必要と考えられる。

ローカル系統混雑管理
との協調が重要
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66まとめと今後の進め方（１／２）

◼ 今回、海外事例等を参考に、同時市場におけるDERの取扱いについて整理を行った結果については以下のとおり。

【DER・DR共通論点①】 DERの入札情報

➢ DERにおいても入札情報は発電機と同等の項目は残しつつ、提出されない項目は自動的に無効とする（0として
扱う）等の実務負担を軽減する工夫をしていく方向性（第5回本検討会での整理）が考えられるか

➢ DRリソースに関し、「量・価格を指定した買い入札」で取り扱っている事例も見受けられたため、日本の同時市場に
おいても需要に対する買い入札等と同様に取り扱っていく方向性が考えられるか（後段の個別論点③とも関連）

➢ ΔkWとして活用する場合のDER入札項目について、基本的にはkWh市場への入札項目と同様としつつ、読替え
が必要な項目もあると考えられるため、火力等の電源の入札情報を踏まえて整理していくこととしたい

➢ DERのうちDRについては、調整機能を有する場合であっても、各種制約が存在し得る点や、異なるベースラインを
有する点（後段の個別論点④とも関連）など、両方の市場に対し応札することに対するハードルが考えられるため、
DRの入札については、kWh市場あるいはΔkW市場への入札を指定できるようにする方向性が考えられるか

【DER・DR共通論点②】 DERのプライスベース入札

➢ プライスベース入札についてDERと火力等その他の電源で考え方を違える必要は特段ないと考えられ、市場支配力
行使を防ぐための方策と共に、入札全体における価格規律の検討に包含して検討していく方向でよいのではないか

【DER・DR共通論点⑤】 DERのアグリゲーション

➢ どのような考え方で地理的範囲を分割するか、あるいは地理的範囲は分割しないもののノード毎の分配係数の割合
に一致する出力を求める（混雑箇所を跨いだアグリゲーションは許容するも、混雑箇所の潮流を変化させるアグリ
ゲーション内の分配は認めない）といった様々な検討の方向性が考えられるところ

➢ 上記については、後段の論点（ローカル系統混雑との協調）や最低入札量の在り方等とも絡むことから、具体的な
取り扱いについては、関連する審議会（あるいは取り組み）とも連携しながら、引き続き検討を進めていきたい



67まとめと今後の進め方（２／２）

◼ 今回、海外事例等を参考に、同時市場におけるDERの取扱いについて整理を行った結果については以下のとおり。

【DR個別論点③】 DRの買い入札・売り入札の扱い

➢ 下げDRの入札については、事業者の契約形態によって、考え方Ⅰ（売り入札で取り扱う方法）および考え方Ⅱ
（買い入札で取り扱う方法）の両方についてニーズがあるとも考えられることから、これらについては、事業者が自由
に選択することを可能としてはどうか（上げDRは以前の整理通り、買い入札で取り扱う）

➢ また、いずれの考え方であったとしても、SCUCロジックで取り扱う（潮流計算を行う）には、本来的にはノード単位
の入札情報が必要となるところ、この点については他論点も踏まえながら引き続き検討を進めていくこととしたい

【DR個別論点④】 DRのベースライン

➢ まずもっての対応としては、取扱いパターンb.（ΔkW市場に供出するが、kWh市場には供出しない）と、取扱い
パターンc.（kWh市場に供出するが、ΔkW市場には供出しない）については、いずれの取扱いパターンも選択
できるようにしておく仕組みとすることが考えられるのではないか（取扱いパターンa.についても引き続き検討）

【DR個別論点⑥】 BTM（behind the meter）の取扱い

➢ 日本の同時市場においても需要予測や需給ひっ迫時の取り扱いについて懸念が残るため、増加するBTMに対する
対応については、中長期的にどのような対応を行うべきか海外事例等も踏まえて、引き続き検討を行っていく

【ローカル系統混雑との協調（同時市場との両立）】

➢ 小規模DERリソースは、ローカル系統混雑状況によっては出力（応札）できない領域も発生するため、それら制約
を無視して同時市場に応札・約定すると、約定結果に従えないといった課題が生じる

➢ そのため、同時市場とローカル系統混雑管理との両立については、他の審議会等における検討や取組みを踏まえて、
引き続き、検討が必要と考えられる
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以 上


